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第
２
回
の
審
議
会
で
の
各
委
員

か
ら
の
質
問
・
提
案
に
つ
い
て
の

協
議
（
序
論
）
が
行
わ
れ
た
後
、

基
本
構
想
を
審
議
し
、
併
せ
て
事

務
局
が
基
本
計
画
の
説
明
を
行
い

ま
し
た
。（
７
月

日
開
催
）

２７

◎
主
な
意
見

・
企
業
誘
致
や
定
住
促
進
な
ど
の

事
業
で
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー

ム
を
つ
く
っ
て
じ
っ
く
り
と
対

策
を
練
っ
て
欲
し
い
。

・
観
光
業
へ
の
対
策
は
、
各
種
産

業
間
で
連
携
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
官
民
一
体
と
な
っ
て
進
め

て
い
か
な
い
と
な
ら
な
い
。

・
第
３
次
計
画
の
検
証
に
つ
い
て

は
、
事
業
の
実
施
・
未
実
施
だ

け
で
な
く
、
必
要
か
不
要
か
ど

う
か
の
事
業
仕
分
け
は
行
っ
た

の
か
。

・
基
本
理
念
は
本
来
ぶ
れ
て
は
い

け
な
い
も
の
な
の
で
、現
計
画
と

変
わ
ら
な
く
て
い
い
と
思
う
。

・
上
水
道
に
つ
い
て
は
、

年
間
で

１０

の
未
給
水
地
域
の
解
消
は
難
し

い
と
思
う
が
、衛
生
上
か
ら
も
解

消
に
努
め
る
姿
勢
が
必
要
だ
。

・
下
水
道
の
拡
充
や
中
学
校
の
統

合
に
つ
い
て
は
庁
内
で
方
向
性

を
決
め
て
欲
し
い
。

第
３
回
の
審
議
会
で
の
各
委
員

か
ら
の
質
問
・
提
案
に
つ
い
て
の

協
議
（
基
本
構
想
）
が
行
わ
れ
た

後
、
基
本
計
画
（
美
し
い
ま
ち
づ

く
り
）
を
審
議
し
、
併
せ
て
事
務

局
が
基
本
計
画
（
持
続
発
展
で
き
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・
個
別
計
画
の
基
本
理
念
と
の
整

合
を
と
っ
て
欲
し
い
。

・
庁
舎
の
耐
震
化
に
つ
い
て
は
、

重
要
で
大
き
な
事
業
で
あ
る
の

で
、
こ
の

年
間
で
方
針
を
示

１０

す
必
要
が
あ
る
。

・
古
い
計
画
も
そ
の
時
代
そ
の
時

代
で
知
恵
を
出
し
て
策
定
し
た

の
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
も
の
も

活
か
し
て
欲
し
い
。

・
下
田
が
発
展
す
る
た
め
に
は
、

海
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

第
３
回
総
合
計
画
審
議
会

第
４
回
総
合
計
画
審
議
会

る
ま
ち
づ
く
り
）
の
説
明
を
行
い

ま
し
た
。（
９
月
１
日
開
催
）

◎
主
な
意
見

・
人
口
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
る

施
策
は
、 調
査
研
究
で
終
わ
っ
て

し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、 実
行
す
る

と
い
う
記
載
が
必
要
で
あ
る
。

・
基
本
構
想
の
構
成
に
つ
い
て
は

重
要
な
も
の
か
ら
順
番
に
記
載

す
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
バ

ラ
ン
ス
が
大
事
だ
と
い
う
考
え

を
持
つ
必
要
が
あ
る
。

・
第
３
次
計
画
で
は
一
般
廃
棄
物

処
分
場
の
建
設
の
記
載
が
あ
っ

た
が
、
今
回
の
計
画
に
は
な
い

た
め
、
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は

議
論
を
し
っ
か
り
し
て
欲
し
い
。

・
目
標
値
は
し
っ
か
り
と
し
た
裏

付
け
を
も
っ
て
設
定
す
べ
き
だ
。

１
経
営
管
理
が
可
能
な
計
画

　

行
政
に
経
営
的
な
視
点
を
取
り

込
み
、
目
標
を
明
確
化
し
事
業
の

成
果
を
追
求
し
つ
つ
、
資
源
を
効

果
的
に
投
入
で
き
る
戦
略
計
画
と

し
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
達
成

状
況
の
評
価
や
検
証
が
必
要
と
な

る
た
め
、
目
指
す
べ
き
具
体
的
な

目
標
値
を
提
示
し
、
行
政
運
営
サ

イ
ク
ル
に
よ
る
経
営
管
理
が
可
能

な
計
画
と
し
ま
す
。

第
４
次
下
田
市

総
合
計
画
の
特
徴

２
健
全
な
行
財
政
運
営
を

　

維
持
で
き
る
計
画

　

限
ら
れ
た
財
政
状
況
の
な
か
で
、

優
先
的
か
つ
重
点
的
に
取
り
組
む

べ
き
事
業
を
明
示
す
る
と
と
も
に
、

人
口
、
経
済
な
ど
の
社
会
環
境
や

行
政
事
情
に
配
慮
し
た
計
画
期
間

内
の
財
政
計
画
を
提
示
し
ま
す
。

３
市
民
と
行
政
が
共
有
す
る
計
画

　

本
計
画
に
定
め
る
目
標
は
、
行

政
の
み
で
な
く
す
べ
て
の
市
民
や

事
業
者
、
市
民
活
動
団
体
な
ど
が

共
有
し
、
と
も
に
歩
む
べ
き
目
標

と
な
る
も
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
の

ま
ち
づ
く
り
を
互
い
に
連
携
・
協

働
し
な
が
ら
進
め
て
い
く
こ
と
を

目
指
し
ま
す
。

第3回審議会の様子
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子子子ども医療費助成制度が始まりました！
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今
年
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク

チ
ン
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

と
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
両

方
に
有
効
な
ワ
ク
チ
ン （
３
価
ワ
ク

チ
ン
） と
な
っ
て
い
ま
す
。　

月
１

１０

日
か
ら
接
種
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

害
者
手
帳
１
級
を
有
す
る
方

助
成
金
額　

１ , 
０
０
０
円

※
各
医
療
機
関
の
接
種
料
金
か
ら

助
成
金
額
を
引
い
た
額
を
お
支
払

い
い
た
だ
き
ま
す

◎
生
活
保
護
世
帯
及
び

　

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯

　

生
活
保
護
世
帯
、
市
町
村
民
税

非
課
税
世
帯
の
方
に
、
接
種
費
用

の
全
額
を
助
成
し
ま
す
。

対
象
者

・
生
活
保
護
世
帯
の
方

・
世
帯
全
員
が
市
町
村
民
税
非
課

税
の
方

助
成
金
額　

全
額

※
「
費
用
助
成
対
象
者
認
定
書
」

を
交
付
し
ま
す
。
こ
れ
を
医
療
機

関
に
提
出
す
る
こ
と
で
、
費
用
負

担
な
し
で
接
種
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

実
施
期
間

　

月
１
日
～
平
成　

年
３
月　

日

１０

２３

３１

※
対
象
と
な
る
方
に
は
９
月
下
旬

に
通
知
し
ま
し
た
。
ご
不
明
な
点

は
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

注
意
事
項

　

必
ず
、
事
前
に
医
療
機
関
に
予

約
を
取
っ
て
か
ら
お
出
か
け
く
だ

さ
い
。

問
合
せ
先

健
康
増
進
課
健
康
づ
く
り
係

緯
鰻
２
２
１
７

子子ども医療費助成制度が始まりました！子ども医療費助成制度が始まりました ！ 

　平成22年10月1日から、 ｢乳幼児医療費助成制度｣から「子ども医療費助成制度」へ移行されたことにより、

次の点が変更となりました。

変更点について

１．助成対象年齢が「小学校未就学児」から｢中学校３年生の修了前まで｣に拡大

２．小学校以上の児童については、通院１回毎・入院１日毎に５００円の自己負担

※下田市内に住所のある子どもで、以下を満たす方が助成制度の対象となります。

　①健康保険に加入していること　　②生活保護受給世帯でないこと

◇乳幼児の場合

　対象年齢　６歳以下の未就学児

　自己負担金

　　入院　入院時食事療養費標準負担額

　　通院　なし

受給者証の交付について

　助成を受ける場合には、新たな乳幼児受給者証が必要となります。

　平成２２年９月３０日以前に発行されている旧乳幼児受給者証は、有効期限が切れるため

１０月１日から使うことができません。対象者の方は全員、改めて申請をしていただくこと

になります。既に対象者の方へは、案内書と共に申請書を送付しておりますが、まだ交付

申請をしていない方は、福祉事務所社会福祉係窓口（５番）で手続きをしてください。

◇児童の場合

　対象年齢　小１から中３の修了までのもの

　自己負担金

　　入院　１日５００円・入院時食事療養標準負担額

　　通院　１回５００円

自己負担について

　今回の改正は、市町が行う医療費助成に対する静岡県補助金制度の助成対象年齢の引き

上げに伴い、県の水準と同様とする改正です。

　下田市におきましては、未就学児（今までの対象者）は変更ありませんが、小学校以上

の児童は通院については「１回５００円」、入院については「１日５００円」の個人負担をしてい

ただくことになります。

受
給
者
証
見
本　

児
童
用 （
水
色 
・ 
上
）
乳
幼
児
用 （
白
色 
・ 
下
）

見 本

見 本

◎
高
齢
者

　

高
齢
者
で
接
種
を
希
望
さ
れ
る

方
に
、
接
種
費
用
の
一
部
を
助
成

し
ま
す
。

対
象
者

・
満　

歳
以
上
の
方

６５

・
満　

歳
か
ら
満　

歳
ま
で
の
方

６０

６４

で
心
臓
、 腎
臓
も
し
く
は
呼
吸
器

の
機
能
に
障
害
を
も
ち
、 身
体
障

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
が

１
つ
に
な
り
ま
し
た

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の

接
種
費
用
を
助
成
し
ま
す

イ ン フ ルエ ンザ
予防接種費用助成

22平 成 年 月 1日 よ り10

問合せ先　福祉事務所社会福祉係　緯 鰻 2216

今年も

インフルエンザが

流行する季節が

やってきます


